
はじめに

NPM（New Public Management）は，二つの顔を持つ。著名な成句を用いるならば，一つは，「Making

Managers Manage」の原理，いま一つは，「Letting Managers Manage」の原理である。「Make」と「Let」

との差異から明らかな通り，前者は“他律的”な統制を，後者は“自律的”な裁量を重んじる。字義から

すれば，両者は相矛盾しそうなものである。事実，この点は，NPM批判の論拠とされることが多い。け

れども，とりわけNPMを推進する立場の論者からは，かかる指摘はあまり聞かれない。それは何故か。

ただ看過されているだけなのか。それとも，矛盾についての懸念自体，杞人の憂いにすぎないのか。本稿

は，以上の問題関心から，NPMの解剖を試みるものである。

とはいえ，NPMの二面性は，様々な局面でその姿を現す。例えば，別稿で論究した通り，社会管理［西

尾２００１：３６４］の側面では，規制“緩和”が叫ばれるなか，「規制国家（Regulatory State）」の興隆が見

られた［毎熊２００１］。そこで，我々は，本稿での基本的な視座を，「行政学でのパラダイムの核心」［村松

１９９１：２２］ともいわれる行政責任論に設定したい。換言すれば，NPMの二面性を行政責任論の土俵にお

いて捉え直し，その整合性について検討する。後に詳論の機会を得るが，予めこの点につき若干敷衍して

おこう。

第一に，行政学は，伝統的に，行政責任をアカウンタビリティとレスポンシビリティという二つの責任

領域から成るものとして説明してきた。端的に言えば，前者は，各種の統制制度により確保される“他律

的”責任，後者は，終局的には行政官自身の内面に委ねられるところの“自律的”責任である。言うまで

もなく，両者は大いに背反する。

第二に，くだんの術語を用いれば，上記「NPMの二面性」は，以下のように再構成できる。まず，

「Making Managers Manage」の原理は，大きく二つの行政統制策を通じて，アカウンタビリティの強

化を主張する。一つは，市場あるいは競争圧力による統制（＝市場式アカウンタビリティ），いま一つは，

監査，監察，業績評価などの「管理型監視（managerial surveillance）技術」による統制（＝管理式アカ
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ウンタビリティ）である。次に，「Letting Managers Manage」の原理は，現場での柔軟な対応を可能な

らしむるため，行政に積極的な裁量を認める。これは，自律性を宗とするレスポンシビリティと一脈相通

ずる。

第三に，以上を統括すれば，本稿の問題関心は，次のように換言し得る。NPMは，アカウンタビリ

ティとレスポンシビリティという二つの責任内容を同時に重視する。ならば，本当にそれらを矛盾なく調

和せしめているのだろうか。それともやはり，何らかの衝突がみられるのだろうか。

我々の課題は，イギリス保守党政権下の行政改革を題材に，以上の問いに答えることである。予め結論

を一言すれば，我々の回答もまた二面的である。というのも，市場式アカウンタビリティについては，確

かに，９０年代初頭上記矛盾が現実のものとなったが，他方の管理式アカウンタビリティに関しては，とり

わけ９０年代半ば頃以降，矛盾を克服すべくいくつかの戦略が積極的に打ち出されているからである。とは

いえ，本稿では，その全てを扱うことはしない。紙幅の都合もさることながら，ひとまずは，NPMが本

来的ないし潜在的に孕む矛盾をしかと確認しておくべき，との認識から，前者，すなわち，市場式アカウ

ンタビリティとレスポンシビリティの相克についてのみ考察する。

１．統制と責任―二つの責任概念

些か旧聞に属すが，かつて一冊の書物［ウォルフレン１９９４］が，我が国を「人間を幸福にしない」とし

て告発した。その妥当性はさておくとして，かかる著書の宣伝文句として用いられていたのが，アカウン

タビリティなる用語であった。邦訳には，「説明する責任」とある。おそらくは，これを嚆矢としてであ

ろう，この外来語は既に我が国でも人口に膾炙しつつある。けれども，「カメレオン」［Day and Klein

１９８７: １］的特性をもつアカウンタビリティは，「英語圏では……短絡的に説明する責任という意味に使う

ことは稀れである」［松本１９９７：６２５］。実際，これまで，説明責任以外にも実に多くの訳語があてられて

きた。例えば，会計責任，予算責任，弁明責任，答責性などである。さしあたり，何らかの責任を意味し

ていることは疑いないようである。

ならば，責任とは何か。行政の責任に限定してみても，これまた一口に定義するのは非常に難しい。あ

る調査［行管センター１９８３］によれば，行政職員に「行政の責任」という用語から連想するものを問うた

ところ，住民の幸福，弱者救済，政策選択の誤り，公正，辞職等々，様々な回答が返ってきたという。し

たがって，行政責任については，厳格な定義を求めるよりも，その内包を体系的に分類整理する方が得策

のようである。この点で，斯学には参照すべき研究蓄積が多い。

まず，「行政責任をめぐる幾つかの論争は，この区別を明確にすることによってある程度は解決される」

［足立１９９０：１０２―１０３］との指摘に耳を傾けよう。ここで，「区別」とは，アカウンタビリティとレスポン

シビリティのそれである。換言すれば，行政責任とは，くだんの二つの責任概念から成るものである。

では，両者の違いは何か。出色の学説史研究を試みた山谷［１９９１：１６１―１６２，１６６；１９９４：２２３］にした

がえば，表１のように整理することができる。

簡単に要約すれば，アカウンタビリティとは，各種の公式的な統制制度によって要請あるいは確保され

る責任を意味し，レスポンシビリティとは，やる気，責任感，積極的かつ自発的な裁量など，「外的制御

の枠からはずれる領域（拡大された裁量）での行政責任」［村松１９７４：２５］を意味しているのである。西

尾が「行政統制と行政責任を区別して論じた方が有益である」［２００１：３９９］といい，山谷が「行政学にお

いては行政責任論の中に統制論が含まれ，統制論はアカウンタビリティを取り上げ，行政責任論ではレス
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ポンシビリティを論じるというように，両者を使い分けている」［１９９４：２２３―２２４］と指摘する所以である。

さて，先述したように，アカウンタビリティは，行政統制と表裏一体である。したがって，各種の統制

メカニズムに応じて，様々なアカウンタビリティがあり得ることになる。我が国ではギルバート［１９５９］

やロムゼックら［１９８７］の類型論が引照されることが多いが，本稿の視座からは，議院内閣制における伝

統的な大臣責任概念の限界と昨今の潮流を踏まえたストーンの分類［１９９５：５１１，表２参照］が示唆に富

む１）。

ここで，NPMで新たに重視されることになったアカウンタビリティを特定するならば，表２中の!２と

!５である。それぞれ，「管理式アカウンタビリティ」，「市場式アカウンタビリティ」とよぼう。以下，簡

単に解説を加える。

２．NPM型アカウンタビリティ―管理型監視と市場・競争による統制

まず，管理式アカウンタビリティについてみておこう。ストーンによれば，大きく三つの特徴がある

［Stone １９９５：５１３―５１５］。一つは，戦略的コントロール。これは，事前の細かな統制を排し，被統制者に

一定の裁量を認めたうえで，大まかな目的やガイドラインによって―主として事後的に―統制を行うもの

である。二つは，被統制者の自己評価を基本とした上で，その限界を補うべく外部者による評価を行うこ

とである。三つは，被統制者の統制者に対する応答性（responsiveness）が“合理化（rationalisation）”

表１ アカウンタビリティとレスポンシビリティ

アカウンタビリティ レスポンシビリティ

!１問責者の外在性 !１問責者の内在化あるいは不在

!２手続き重視 !２手続遵守と責任遂行は別

!３公式的制度的統制 !３公式の制度によって達成できない

!４判断基準や手続きの客観化 !４客観的に確定されているとは限らない

!５制裁の存在 !５制裁はない

【出典】山谷［１９９１：１６１―１６２，１６６；１９９４：２２３］

表２ アカウンタビリティの類型

アカウンタビリティ・

システムのタイプ
関係の基礎

類似した関係

（統制者―行政官）

!１議会統制 監督／命令 上司―部下

!２マネジェリアリズム 受託／契約 本人―代理人

!３司法／準司法審査 個人の権利／手続的義務 原告―被告

!４利害関係 代表／応答性 利害関係人―代表者

!５市場 競争／消費者主権 顧客―起業家

【出典】Stone［１９９５：５１１］

１）我が国でも彼の類型論に着目する論者は多いが，さしあたり平井［１９９８］を参照されたい。
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されていること。これは，伝統的な議会統制においては「通常，一連の行為の正当化可能性（justifiability）

に関して非常に議論の余地が残されている」［Pollitt and Harrison１９９２：３］２）のとは対照的に，「予め設定

された，客観的な，そして，しばしば道具的な基準」［Stone １９９５：５１５］によって行為の結果が判定され

ることを意味している。

要するに，管理式アカウンタビリティとは，行政に対して積極的に裁量を認め，そのかわり，客観的な

基準を満足させるだけの成果を求めるものである。ここで用いられる統制技術には，例えば，監査

（audit），監察（scrutiny），検査（inspection），業績指標（performance indicators），業績測定（perform-

ance measurement）等々実に様々なものが存在する。ここでは，コープら［１９９９］の用語法を拝借し，

これらを，「管理型監視（managerial sueveillance）」技術と総称しておこう３）。

次に，市場式アカウンタビリティとは，従来中心的であったヒエラルヒー的統制にかえ，統制手段とし

て，文字通り市場ないし競争原理を活用するものである。ここでは，代理人たる行政にとっての“本人”

は，市民やその代表者ではなく，より直接に消費者が想定されている。ただ，その他のアカウンタビリ

ティ・メカニズムと異なり，ここにおいては，特定の統制制度が存在するというよりもむしろ，競争によ

る圧力の結果いわば自動的に消費者への応答性が高まる，との期待がある。すなわち，いわゆる「退出

（exit）」機会の創出ないし「選択の自由」の拡大を通じて競争原理を働かせることにより，供給者の側

に，予め消費者の期待を“考慮に入れる”という誘因が組み込まれるとされるのである［Stone１９９５：５２０

―５２１］。

勿論，「独占状態であった行政サービスに競争状態を持ち込むには，人工的に市場機構を形成する必要」

［山本２０００：１７］がある。そこで，NPMはいわゆる「購買者と供給者の分離」を用意する。別言すれば，

「政府活動においてサービスを提供するための枠組みの設計と具体的なサービスの生産とを組織的に分離

すべきであるという命題」［田辺１９９８：２７］こそが，事実上，市場式アカウンタビリティの鍵を握ってい

るのである。したがって，具体的には，狭義の民営化，外部委託，バウチャー制，市場テスト，エージェ

ンシー，内部市場システムなど実に様々な仕組みが構想されることになる。要するに，行政機関は，かか

る制度措置によって競争環境の中に投げ込まれ，そして，アカウンタビリティの履行如何は，最終的に市

場の評価に晒されることになるのである。

３．NPM型レスポンシビリティ―起業家精神

先述の通り，レスポンシビリティとは，アカウンタビリティ以外の責任領域を示す術語である。無論，

ここには，やる気，責任感，行政倫理などが含まれ，例えば，“積極的な裁量の行使”と“倫理的な清廉

さ”とを同一概念の下に包括せしめることには少なからぬ躊躇をおぼえる。しかし，行政統制によって“他

律的に”担保されるアカウンタビリティとの対比で言えば，“自律的”であるところにレスポンシビリティ

の最大の特徴があることは確認しておかなければならない。

では，NPMは，レスポンシビリティをどのように捉えているのであろうか。確かに，NPMの文脈にお

いて，アカウンタビリティ―特に，その強化策―が頻繁に論じられるのに対し，レスポンシビリティなる

２）デイとクライン［１９８７：２６―２７］は，こういった責任概念を「政治的アカウンタビリティ」と呼び，ここにいう「管理式アカウンタビリティ」

と区別している。

３）彼ら自身は，NPMにいう「舵取り機関（steering agencies）・漕ぎ手機関（rowing agencies）」の二分論に着目し，前者の後者に対する，監視

（monitor），指揮（direct），統制（control）などを「管理型監視」概念に含めている。
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用語が先述した意味で用いられることはない。なるほど昨今の行政責任論議を大まかに特徴づけるなら

ば，「いわば行政性善説に立って個々の行政官の倫理や主観に頼るよりも，むしろ行政性悪説を前提に，

できるだけ少ない予算で最大の成果を上げることこそが行政の責任であると認識され，これを可能にする

制度的仕組みを構築することが追究され」［伊藤１９９８：１２０］ていると言うべきかもしれない。

ところが，NPMは，単に，他律的な統制の必要性を訴えるばかりではない。顧客への応答性あるいは

臨機応変な対応能力を高めるため，ひいては，業績を向上させるため，現場での裁量を積極的に認めんと

するのである。NPMが，政治的介入や日々の詳細な指示・命令等を排除し，マネージャーに「管理の自

由」を付与するのも，この文脈から理解しなければならない。それにより，いわゆる官僚主義が改善され，

コスト意識や現場感覚といった「個人的責任意識（a personal sense of responsibility）」［Farnham and

Horton１９９６：２６８］が醸成されるというのである。ここで理想とされる官僚像は，自らリスクを負い積極

的に裁量を行使する「起業家（entrepreneur）」に他ならない。以上から判断するに，NPMにいう起業家

精神，管理の自由といった概念を，能動的・自律的責任という意味でのレスポンシビリティとして理解し

てもあながち的はずれではあるまい４）。

以上の考察結果をもとにNPM型行政責任の全体像を図示すれば，図１のようになる。要するに，NPM

においては，伝統的には「次元を異にする」［山谷１９９１：１６４］ものとして理解されてきたアカウンタビリ

ティとレスポンシビリティとが，奇妙にも同居しているのである。それゆえ，行政統制・責任論の観点か

らみた場合，NPMの「NEW」は，端的に，その二面性，すなわち，統制と自律性という二律背反的な要

素を併せ持つ点に求められるのかもしれない。

とはいえ，定義上は明らかに矛盾する二つの要素が一つの教義の中に併存することについては，やはり

俄には納得しえない。以下では，イギリスの実際について検証してみたい。ただ，その前に，まずは

NPMを構成する二大“理論”同士の関係を手掛かりに，市場式アカウンタビリティと自律性との調和可

能性について演繹的に考察してみたい５）。けだし，誤解を恐れずに言えば，市場式アカウンタビリティの

図１ NPM型行政責任

行政統制・責任論 NPM型行政責任

アカウンタビリティ＝他律的責任

←各種統制

!１市場式アカウンタビリティ

←市場・競争圧力による統制

!２管理式アカウンタビリティ

←管理型監視技術による統制

レスポンシビリティ＝自律的責任

ex．やる気，裁量

高潔な倫理観

NPM型レスポンシビリティ

ex．起業家精神

４）無論，NPMにおいては，古典的な“行政倫理”ないし“プロフェッショナリズム”という意味でのレスポンシビリティは重視されていない。

その限りで，先に引用した伊藤［１９９８］の言，あるいは，「アカウンタビリティによるレスポンシビリティの侵食」［山谷１９９１：２２７］との説

明は正しい。事実，NPMにおいては，むしろ過度な腐敗防止や繁文縟礼は改革の的にされている。この意味で，本稿の用語法には，いくらか

注意が必要である。

５）「はじめに」で断った通り，いま一つの「管理式アカウンタビリティ」とレスポンシビリティとの両立如何については，本稿では扱わない。

拙稿［２００２］参照。なお，以下で「自律性」という時，それが既に述べた意味でのNPM型レスポンシビリティを意味していることには留意さ

れたい。
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理論的出自は新制度派経済学であり，他方，NPM型レスポンシビリティは，主としてマネジェリアリズ

ムなる考え方から導出されたものであるからに他ならない。

４．理論間矛盾―新制度派経済学vsマネジェリアリズム

さて，冒頭にて触れたように，NPMの二面性についてはつとに指摘されてきたところである。例えば，

「making managers manage」及び「letting managers manage」なる概念がそうであった［Shick１９９６：

２３―２６］。山本［２０００：２―７］が両者をいみじくも「させる」と「任せる」として訳出していることからも

明らかなように，両者は矛盾する可能性を持つ。また，一般的に，この矛盾は，NPMを支えた二つの理

論間の相克に準えられることが多い。一つは，公共選択論，取引コスト論，プリンシパル・エージェント

理論などの「新制度派経済学」である。いま一つは，「マネジェリアリズム（managerialism）」と称され

る経営理論である。無論，このラベル自体は「諸信念（beliefs）と諸実践（practices）の集合」［Pollitt１９９３：

１］に過ぎず，古くはかの「科学的管理法」以前まで遡れるという。そこで，さしあたり被引用回数を手

掛かりにNPMを支えたマネジェリアリズムを特定するならば，ピータースら［Peters and Waterman

１９８２］に代表される「文化管理論（culture management）」［Pollitt １９９３：２３］と論断してよいだろう。

そこでの基本原理は，手続ではなく行動や結果の重視，顧客重視，起業家精神等々である。

両者の差異は，伝統的官僚制の病理に対する“診断”からその“処方箋”にまで至る。例えば，オーコ

インは，新制度派経済学のうち公共選択論を取り上げ，それとマネジェリアリズムとの矛盾について詳論

している。前者は，病因を公共サービスの独占的供給者たる「官僚制の権力（bureaucratic power）」

［１９９０：１２６］に求め，その解決策の一つとして，代表機関への「権力の集中（concentration of power）」

［１１９］を要請する。他方，後者は，硬直的な手続に縛られた「頭でっかち（top―heavy）な官僚制原理」

が機能不全を起こしているとみなし，そこからの解放，すなわち「権力の分散（deconcentration）」［１２２］

を不可欠と考える。端的に要すれば，両者は集権・分権という正反対の方向性を持っているというのであ

る。

管見する限り，このようなコンフリクトは，両理論の拠って立つ基本的な“人間（官僚）観”の差異に

その淵源を持つ。まず，新制度派経済学には，「方法論的個人主義」という共通項がある。ここでは，旧

来の行政官（administrator）であれ新しき管理者（manager）であれ，官僚は自己利益の最大化を目指

して行動する存在として想定されている。無論，「こうした想定をすることは，かれらの行動を道徳的に

非難することとは無関係」［関谷１９８３：３０］であって，あくまでも方法論的な約束事であるにすぎない。

しかしながら，新制度派経済学の一つ，公共選択論の登場及び発展の裏には，純粋な学問的関心のみなら

ず，「現実的，実際的問題の理解，説明（およびその解決のための処方箋）を与えるというより差し迫っ

た要請が背景にあった」［同１９８１：７５］という。一言にして尽くせば，当該理論はすぐれて実践的であっ

た。とするならば，利己的な行為者という想定，あるいは，そこから導かれるところの官僚制問題に対す

る診断結果が，現実世界において「あらゆる政府が有害で，あらゆる官僚が利己的であるという意味にま

で拡大解釈された（extrapolated）」［Hughes１９９８：２４７］としても何ら驚くべきことではない。その意味

で，西村が「新制度派経済学の理論は，一般に国民や政治家が抱いていた行政に対する不信や批判に対し

て理論的分析枠組を提供することで，既存の行政制度，特に官僚制を根本的に見直す触媒としての役割を

果たし（た）」［１９９７：１１７］と指摘するのも故なしとしない。
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要するに，新制度派経済学“的な考え方”６）においては，官僚は本質的に現状維持的な性向を持つもので

あり，それ故，何らかの圧力によって駆り立てられない限り，自らが進んで改革に取り組むことはないと

いう想定がなされているのである。

では，いま一つのマネジェリアリズムの人間像とは如何なるものか。その代表的著作である『エクセレ

ント・カンパニー』を捲れば，「自主性と企業家精神」［３３７―３９３］，「ひとを通じての生産性向上］［３９５―４６８］

といった用語が目に飛び込んでくる。そこでは「人々を人間らしく扱いのびのびと働かせる」［２４］こと

の重要性が説かれているのである。無論，彼らの目は企業に向けられており，官僚像については明らかで

はないけれども，NPMが優良企業の実践から多くを学んでいることを考えれば，行政組織においても妥

当する認識だと言える。実際，同じく使命や起業家精神を重視するオズボーンとゲブラーの『行政革命』

には，彼らの認識を表す象徴的なくだりがある。曰く「わたしたちはこれまでにたくさんの公務員と知り

合いになった。もちろん全員ではないが，ほとんどの人は責任感があり，才能があり，献身的な人々だっ

た」［７］と。ここには，新制度派経済学の想定するが如き利己的な官僚像は見られない。

ここまで見てくると，NPM型行政責任と二大理論との対応関係はもはや明らかであろう。一方の市場

式アカウンタビリティは，新制度派経済学ないし「making managers manage（させる）」から導出され

たものである。他方，NPMの中に見出したレスポンシビリティが，自律性を重んじるマネジェリアリズ

ムを母胎としていたことを見抜くにもさして慧眼を要すまい。

であるとするならば，市場式アカウンタビリティとレスポンシビリティとは，上述した二つの理論間の

矛盾７）を反映して，やはり容易には両立しえないのではないか。結論を先取りすれば，両者の矛盾は，９０

年代初頭のイギリスにおいて実際に，「市場志向プログラム vs エージェンシー（の自律性）」として顕現

することとなった。以下の検討内容を予め図示しておけば，図２のようになる。

５．自律性の制度的保証―エージェンシーの一断面

エージェンシーについては，既に我が国でも多くの研究がある。本稿の目的からは，その「自律性」に

限って簡単に復習しておけば十分であろう。

サッチャーは，首相就任直後から，レイナー監察（scruitiny），MINIS（Management Information Sys-

tem for Ministers），FMI（Financial Management Initiative）等，様々な行革プログラムを実施していっ

６）先に理論間矛盾を指摘する論者としてオーコイン［１９９０］を取り上げた。だが，正確に言えば，彼が問題としているのは，純粋な“理論”間

の矛盾ではなく“パラダイム”間のそれである。ここでパラダイムとは「知的次元とイデオロギー次元双方を結びつけ……政治的世界におい

て支配的となっている諸観念」［１１６］を意味している。したがって，オーコインのいう矛盾とは，ある政治勢力の手垢のついた公共選択論“的

な考え方”とマネジェリアリズム“的な考え方”との間に立ち現れるものとして理解されなければならない。“理論”間矛盾に対する我々の

視線も，厳密には彼のいう“パラダイム”に向けられていることに留意されたい。

７）なお，二つの理論は必ずしも矛盾するばかりではない。例えば，両者の矛盾を厳しく糾弾するシックでさえ，目的の明確化やそれに基づく業

績測定が必要であること，あるいは，「管理の自由」が能率向上に資することなどについては，両者は共通の想定を持つと述べている［１９９６：

２３］。若干敷衍しておこう。先述したように，新制度派経済学は，外部委託や市場テストなどの市場志向プログラムを導出する。しかし，そ

れらは完全な競争状態をもたらすものではないため，その成否は予め設定された業績水準についての「契約」が鍵を握ることになる。より具

体的には，契約の履行状況についての「モニタリング」が必要とされるのである。これは，マネジェリアリズムでも活用される業績指標・評

価と符節を合するものである。例えば，玉村［１９９８：７０］も，新制度派経済学とマネジェリアリズムとの「融合」の契機を，この業績評価に

見出している。また，フェリーら［１９９６：２１０―２１２］が，「契約を通じた管理」アカウンタビリティと「市場ベース」のそれとを表裏一体とし

て捉える所以でもある。このように，新制度派経済学とマネジェリアリズムには共通点も見られる。したがって，新制度派経済学が市場や競

争を志向し，マネジェリアリズムが管理型監視技術を重視することは確かだとしても，両理論が互いに絶対的に排他的であるわけではないこ

とには留意が必要である。
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た。それらは一定の効果をあげたものの，とりわけ権限移譲の点で不十分であるとの見方が多かった。例

えば，リチャーズは，その一要因として，官僚制に対するサッチャーの敵意（hostility）を挙げ，FMIの

結果は「期待はずれだった（disappointing）」［１９８７：４０―４１］と論断している。

しかし，そういった組織内分権の限界を乗り越えるべく，政策立案部門と執行部門とを組織的に分離

し，後者に一定の自律性を付与せんとした制度構想こそエージェンシーに他ならない。一言すれば，もと

もとエージェンシーの設立目的の一つは，マネジメントの自由を確保することにあった。このことは，

『イブス・レポート』［Efficiency Unit １９８８］が，伝統的行政あるいはそれまでの改革プログラムの何を

問題と捉えていたかをみれば容易に理解できる。すなわち，中間管理者たちは，比較的小さな問題で，大

臣や上級職員の不必要な統制と介入によってその権限が著しく制約されていると感じていると診断されて

いるのである。問題がかくの如きものである以上，処方箋がそういった統制や介入からの解放となるのは

必定である。曰く「……大臣の示した戦略的裁量の範囲内で……可能な限り自由に管理させるということ

でなければならない。活動の有効性を高めるには……採用・賃金・等級・組織編成をより効率的な方法で

行う自由がなければならない」［para. ２１］。この報告書を受けたサッチャーもまた，１９８８年２月下院にお

いて次のように宣言している。「『能率室の報告から多くの公務員制管理者たちが個人責任（personal re-

sponsibility） を遂行するより多くの余地ないし柔軟性を与える一層の変化を望んでいること』 を知った」

［山崎１９９０：７５］と。

ところで，エージェンシーの自律性を担保する仕組みとしては，その設立にあたり，当該長官と所管省

大臣との間で交わされる擬似的な契約文書たる「枠組み文書（Framework Document）」を挙げることが

できる。無論，これは一種のコントロール・メカニズムとしても観念し得るが，と同時にあるいはそれ以

上に，自律性確保の手段としてみなされ得るのは，長官には，その「枠組み文書」の枠内で，組織編成，

人事管理，財務管理等についての大幅な裁量が認められるとされているからである。例えば，業績給の導

入など独自の給与・昇進体制を工夫することによって職員のやる気を増進させることもできるし，予算消

化主義などと批判される現行単年度主義の欠陥を補うため剰余金を内部留保することも許されている。事

実，ある調査によれば，雇用サービス庁（Employment Service）長官は，枠組み文書を，本省による制

約と闘うための「強力な道具」ないし「作戦メモ（operating memorandum）」として認識しているとい

う［Oliver and Drewry１９９６：１００］。

以上から判断するに，エージェンシー構想は，NPMを支える二つの理論的基盤のうち，マネジェリア

リズムの影響を強く受けたものであることが理解できる。けだし，既にふれたように，「マネジェリアリ

ズムの中心命題は，管理権（management rights）の付与，すなわち，マネージャーに，彼（女）らの目

的を達成するよう十分な操作（maneuver）の余地を与えることにある」［Shafritz and Russell１９９７:２８５］

図２ 理論間矛盾とイギリスにおける実際

理論間矛盾 行革プログラム（９０年代初頭）

Ａ．新制度派経済学

＝官僚性悪説

→市場式アカウンタビリティ

VS

Ｂ．マネジェリアリズム

＝官僚性善説

→NPM型レスポンシビリティ

!

Ａ．市場志向プログラム

ex．市民憲章，CfQ

VS

Ｂ．エージェンシーの自律性

ex．枠組み文書
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からである。例えば，フッドは，エージェンシーが既に導入されていた１９９１年時点の論文で，イギリスで

は新制度派経済学よりもマネジェリアリズムが優勢であったと指摘している［６］。また，１９７５年から１９９９

年までのイギリス行政の動向を整理したダンサイアも，エージェンシーを「新しいマネジェリアリズム」

の具体例として位置づけている［１９９９：３７０―３７１］。要するに，エージェンシーの創設には，自律的かつ柔

軟な行政の実現を図るというマネジェリアリズムの理念あるいは行政責任論にいうレスポンシビリティ重

視の考え方が込められているのである８）。

もとより，手放しに自律性が認められたわけではない。イブス報告を受けた下院大蔵・公務員制委員会

の報告書にも「事業庁への大幅な責任（responsibility）を委譲するためには政府内に業績に対する厳格な

責任体制（accountability）がなければならないと同時に，対議会・対国民の厳格な責任体制がなければ

ならない」［TCSC １９８８：para. ３９，但し訳は山崎［１９９０：７７―７８］による］とある。実際，各種の統制メ

カニズムが導入された９）。なかでも，ここでの焦点は，市場式アカウンタビリティの強化を図るべく，イ

ギリス政府が９０年代に入って力を入れ始めた市場志向的な行革プログラムである。

６．『市民憲章』―その市場志向性

エージェンシーは１９８８年に産声を上げたものの，当初はなかなか進捗せず，９０年３月末時点では，わず

か１０あまりのエージェンシーしか設立されていなかった。ところが，メイジャーによる『市民憲章（The

Citizen’s Charter）』［Cabinet Office１９９１］の公表と時を同じくして，新設数が急増する。これは，彼が，

基本的にはサッチャー行革路線を継承しつつも自らの独自性を打ち出そうと試みたものである。メイ

ジャー自身の言葉を借りるならば，その目的は，「国民側における選択の余地の拡大，サービスの質及び

価値の向上，そして，アカウンタビリティの改善，これらのための仕組みを作り上げる」［ibid：２］こ

とにあった。市民憲章の公表とエージェンシー数の増加との重なりは決して偶然ではない。市民憲章が

サービスの質の向上を狙いとする以上，それには，顧客の要望に臨機応変に対応できる機動的かつ柔軟な

組織形態が不可欠だったのである。実際，『市民憲章』では「NEXT STEPS」という項目が置かれ，そこ

には「エージェンシーは，市民憲章の原理と完全に合致する」［３６］と記されている。

このような側面から，市民憲章については，サービスの質や顧客志向の側面に関心が向けられることが

多い。しかし，このプログラムは，「他面，限られた資源の枠内での市場原理に基づく消費者選択という

側面を持って」［君村１９９８：６５］おり，むしろ行政部門における競争原理の拡大をより直接の狙いとした

ものとして理解しなければならない。ここで先に引用したメイジャーの言を改めて咀嚼するならば，当該

白書には，サービスの質向上およびアカウンタビリティの改善にとっては「国民側における選択の余地」

が不可欠である，との基本認識があったのである。この市場志向性は，五年後の報告書からも明らかであ

る［Cabinet Office １９９６：para. １．３］。第一に，公共サービスの利用者はしばしば選択肢をもたないが，

そうであるがゆえに，公共部門は，競争環境にある民間企業が日々直面しているような改善圧力に晒され

８）勿論，既に見たように，エージェンシーを，「人工的に市場機構を形成する」ため新制度派経済学が処方したものとして理解することも可能

である。そう捉えれば，もともとエージェンシーは，その誕生と同時に競争をはじめとした各種コントロールの下におかれる定めにあったと

も言える。しかし，こう解釈した場合でも，他方でエージェンシーに自律性の発揮が期待されている以上，それと各種の統制メカニズムとの

衝突という問題はなお論究さるべき課題として残る。

９）例えば，エージェンシーは，３～５年の「中期業務計画（Corporate Plan）」と「単年度業務計画（Business Plan）」を作成し，毎年，具体的

な業務目標を設定し達成度を測定した上で，その結果を「単年度業績報告書」として公表しなければならない。あえて分類するならば，これ

らの仕組みは，「管理式アカウンタビリティ」確保のための統制技術としてみなされよう。
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る必要がある。第二に，高い質，高い価値をもった公共サービスを提供するためには，競争こそが肝要

（vital）である。

要するに，市民憲章は，民営化や外部委託といった競争プログラムに政府が恒常的にコミットすること

を再確認したものである。それにより，エージェンシーを含む各行政機関は「行政サービスの質の向上に

努める，また，努めざ
"

る
"

を
"

得
"

な
"

い
"

状況に置かれ」［讃岐１９９６：３６，但し強調点引用者］ることとなった。

かかる市場志向性は，白書『質向上のための競争（Competing for Quality＝以下，CfQと略記）』［Treas-

ury１９９１］によってより強化されることになる。

７．『質向上のための競争』―市場式アカウンタビリティの強化

当該白書には次のような一文がある。「競争の潜在的便益は大きいが，そこには，購買者側の想像力，

リアリズム，コミットおよびスキルが必要である」［１］。続けて，マネージャーの責任（responsibility）

として，その業務を内部で行うにせよ，外部から購入するにせよ，サービス利用者を最もよく処遇する方

策を探求することが挙げられている。ここからは，マネージャーの自律性を尊重しようという姿勢を看て

取れるかもしれない。なるほど白書は，続けて，公共部門のマネージャーも民間企業のそれに負けず劣ら

ず優秀であると持ち上げてもいる。

けれども，この白書は，その名の通り，「競争」を「質およびVFMを最もよく保証するもの（the best

guarantee）」［ibid］として中心に位置づけており，その主眼を市場による統制に置くものである。曰く

「公共サービスのさらなる改善のためには，競争の実質的な拡張が必要であると信じている」［ibid］。具

体的には，いわゆる「事前選択肢の検討（Prior Options Test）」１０）が実施されることとなった。ここでの

選択肢には，「業務の廃止」，「民営化」，「戦略的外部委託（strategic contracting out）」，「市場テスト

（market testing）」，「組織内再構築（internal restructuring）」が含まれる。なかでも，CfQが重用した

のは市場テストであった。これは，それまで行政機関が担当してきた業務を，単に民間企業だけでなく当

該行政機関をも参加させて公開競争入札にかけるものである１１）。したがって，民間企業が落札した場合，

担当する行政機関は廃止されることになる。裏を返せば，行政機関がその業務を続けていくためには，自

らの手で落札することが求められるのである。

ここで特筆すべきは，政府が１９９２年３月から翌年９月までの間に１５億ポンド分の活動をテストにかける

という厳しい目標を設定し，各省及びエージェンシーに対して，それに見合った計画の提出及び実施を義

務づけたことである１２）。このような「中央集権的な強制」［笠１９９７：１７］は，すぐ後にみるように，様々

な批判を招くことになる。ともあれ，その結果を一瞥しておけば，１９９２年４月から１９９４年９月までに２０億

１０）正確に言えば，「事前選択肢の検討」自体は１９８８年に導入されておりエージェンシーにとっては既に馴染みのものであった。すなわち，エー

ジェンシーの設立時には，!１当該業務は必要か（→不要ならば廃止），!２必要ならば民営化できないか，!３民営化が不適切ならば民間委託は

できないか，といった設問が用意されており，いずれにも該当しない場合にのみエージェンシー化が検討されるというプロセスがとられてい

るのである。なお，これは設立の場合に限られない。仮に当初はエージェンシーとして設立された機関であっても原則的に５年ごとに再適用

されることになっている（但し環境が変化した場合には５年経過しておらずとも大臣は検討を命令できる）。

１１）CfQにおける選択肢の一つ「戦略的外部委託」は，行政機関による参加のない競争入札を指す。

１２）より具体的に言えば，各省及びエージェンシーは，毎年，CfQプログラムを適用する業務領域及びその目標に関する計画を作成し，能率室に

提出するとともに公表することが義務づけられている。なお，市場テストが実際に動き出す一連の経緯については，竹下［１９９６：９―１１］が

詳しい。彼によれば，１５億ポンド分の業務とは，４４，０００人の公務員が入札に参加することを意味し，そのなかには，数千人のエージェンシー

職員が含まれていたという。

会計検査研究 №２５（２００２．３）

１１２



ポンド以上分の活動がテストされ，その結果，年間平均約４億ポンドが節約され，また，それによる公務

員の削減数は２７，０００人にものぼったという［Cabinet Office１９９５:１１］。

８．市場志向プログラムの脅威―エージェンシーの理念との衝突

以上から明らかなように，上記のプログラムは，市場式アカウンタビリティ確保のための典型的なメカ

ニズムとして，エージェンシーの存立自体に強い統制圧力をかけるものである。

まず，「事前選択肢の検討」の最たる狙いとは，関連諸機関に対して“不断の”変革を迫ることにあっ

た［Cabinet Office１９９８：６３］。ケンプ元ネクスト・ステップス・プロジェクト管理者の言を借りれば，

「エージェンシー化のプロセスには常に民営化の可能性をさぐる視点が含まれている」［行管センター

１９９７：８］のである。裏を返せば，ここには，当該検討ないし民営化という仮借なき圧力なくしては継続

的な改革が行われないという想定がある。端的に，新制度派経済学的な官僚像と言ってもよい。だが，そ

うであるが故に，こういった仕組みは，自律性を約束されたはずのエージェンシーの目には，恒常的な

ディレンマとして映るにちがいない。例えば，エージェンシーが業績向上に努めその自律性―とりわけ財

政上のそれ―を獲得すればするほど，民営化の危険性に晒されるという皮肉な事態が生じる［Hogwood

１９９８：２３］。事実，「事前選択肢の検討」により，９６年３月末に「再定住エージェンシー（Resettlement

Agency）」が廃止されたほか，９８年９月までに，１１の機関が民営化され，３つの機関で業務内容の全面的

な外部委託が実施された［Cabinet Office１９９８：６４―６５］。

次に，CfQプログラム―とりわけ市場テスト―についての評判も決して芳しくなかった。先述したよう

に，政府の推進スタイルが強制的なものであったため，多くの省庁は，達成の困難な目標設定を強いられ

ている，年間予定表が必要以上に厳格である，推進主体たる能率室は実践上の問題について理解が足りな

い，といった不満を抱いていたという［Efficiency Unit １９９６：para. ５．５］。また，職員の意識調査によれ

ば，実に回答者の９５％が市場テストによる士気の低下（demotivating）を指摘している［ibid：para.７．３］。

「市場志向」と「管理の自由」との相克を鮮明に描出した久保木に要約を委ねれば，「長官をはじめとす

るエージェンシーの職員の認識では，市場テスト・プログラム……は，エージェンシー創設当初の狙いで

あった……『管理の自由』を侵害し，それが彼らに多大なストレスとインセンティブの低下をもたらした」

［２０００：１８７］のである。

かくて，ローズが市場テストとエージェンシーとの矛盾を「換言すれば，新制度派経済学とマネジェリ

アリズムとの衝突である」［１９９７：９７］と述べるように，イギリスでは，先述した理論間の矛盾が顕著に

現れることとなった１３）。

これまでのイギリス行革の検討を，改めて行政責任論の観点から整理しなおせば，次のようになる。市

場式アカウンタビリティとは，主として新制度派経済学から導出されるものであった。そこでは，官僚は

基本的に利己的な行為者とみなされ，したがって，他律的，かつ，厳格な統制メカニズムが必要とされて

いる。こういったスタンスは，本来的に，自律性を尊重するレスポンシビリティと相容れない。実際，こ

１３）勿論，厳密に言えば，理論間の対立が即，現象として現れるものでもなかろう。しかし，能率室による調査結果［Efficiency Unit１９９６：para.

７．１９］が示すように，士気低下の一因が，CfQ推進者に「改革が人間的側面に及ぼす影響（the human dimensions of change）」についての配

意が欠けていたことにあるとするならば，その根源は，少なくとも，CfQが新制度派経済学同様いわば官僚性悪説に依拠していたことに求め

られ得るのではなかろうか。なお，ニュージーランドでのことではあるが，ある調査によれば，行政改革によって職員のやる気が害されてい

る最大の理由は，公務員の高潔性に対する信頼の欠如，すなわち，公共選択論であったという［Gregory１９９９：６７］。
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の矛盾は，イギリスにおいて，市場志向プログラムとエージェンシーとの相克という形で顕現した。

おわりに

以上の考察から，NPMの孕む内在的矛盾が明らかとなった。これは，確かにNPM批判の有力な論拠と

なろう。しかるに，この点だけを捉えてNPMの全
!

て
!

を批判するのは拙速であるように思われる。何とな

れば，本稿は，いま一つの管理式アカウンタビリティとレスポンシビリティとの調和可能性については留

保したままだからである。NPM型行政責任ないしその二面性に包括的な評価を下すには，その作業を待

たねばならない。その限りで，本稿は未完である。けれども，それでも敢えて独立した一本の論文として

世に問うた理由がないわけではない。それは，我々がNPM“研究”に抱く問題意識に関連する。

NPMなる用語の生みの親，フッドがその著名な論文［１９９１］を公にしてはや１０年。実務でそれらしき

胎動が聞かれた頃から数えれば，ちょうど成人式を迎える頃であろうか。その間，我が国でも，NPM及

びイギリスの行革については，実に多くの研究蓄積がなされてきた。正直なところ，我々にも些か食傷気

味といった感がなくもない。にもかかわらず，いま改めてNPMの解剖を試みんとするのは，少なくとも

我が国の研究動向を通覧する限り，次のようなバイアスが感じられてならないからである。すなわち，

NPMを何より“改革”のツールとして捉える傾向が強く，それ故，その先進地たるイギリスもまた，参

照さるべき“模範”として描かれることが多いように思われるのである１４）。

このようにNPMが“改革”の良薬あるいは万能薬として観念される限り，それに対する批判はともす

れば“反動”あるいは“抵抗勢力”との誹りを受けかねず，また，NPMの教義を体得した新たな行政―

それとて無欠ではないはず！―に対する批評精神も育ちがたい。事実，NPMは，改革という“非日常”

のみを扱うにとどまらず，むしろ，今後の行政が拠って立つべき“日常の”諸原則を提示するものである。

だとすれば，我々は，NPMを，単に旧来型行政の諸問題に対する処方箋として捉えることを越え，それ

自体をしかるべき研究対象として正面から捉え，冷徹な分析を加えていかなければならないのではない

か。より極端に言えば，「行政国家」現象に対し常に健全な危機感を抱き続けてきた諸先達のひそみに倣

い―その一つの答えがNPMだったとしても―，我々もまた，「NPM型行政」―行政は行政！―に対する

批判的な視線を忘れてはなるまい。「はじめに」で記した「ひとまずは，NPMが本来的ないし潜在的に孕

む矛盾をしかと確認しておくべき」との言は，かかる問題意識が凝縮されたものとして理解されたい。
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